
1　職員の任免に関する状況

（１）職員採用状況 （平成２５年４月１日）（人） （２）職員採用試験の実施状況（平成２４年度） （人）

（３）職員の退職の状況 （各年4月1日から翌年3月31日まで）

（４）部門別職員数の状況と主な増減 （各年４月１日現在）

　区　　　分

　 　　　部　　　門

　職員数は一般職に属する職員数（教育長含む）で、臨時・嘱託職員は除いている。

（５）年齢別職員構成の状況 （各年４月１日現在）

　職員数は一般職に属する職員数（教育長含まない）で、臨時・嘱託職員は除いている。

２　職員の給与の状況

（１）　総括

 ① 人件費の状況（普通会計決算）

31 0 108

-4 - 1

　　　　　千円平成

年齢

年度

　　　　　Ａ

２０歳

２９歳

8,049 3,659,755

0 108

人　

区　分

平成２５年度 25

４９歳

平成２４年度

24

２４年度

４０歳

（平成２４年度末）

実 質 収 支

3421

850,187

　　　　　％

23.2309,041

　　　　千円 　　　　　　　　　％

平成２３年度の人件費率

（参考）

　　　　　Ｂ

5

死亡退職

1

8

0

0

0

28

0 30

11

23

未満

一　　般

議会

総務

税務

民生

0

定年退職

2

平成２４年度

平成２３年度 - -

普通退職勧奨退職

77

女性

3

分限免職 懲戒免職

合　計

19

07 7

35 35

19

職種

事務職①

保育士

合　計

1

2

3

-

2

2

男性 女性

1

-

合計

83

10

5 保健師

1

-

合計

9

62

1

1

124 51

合　計

5-

175

9

対前年

増減数

1

平成２４年度

職員数（人）

平成２５年度

1

教育

3

1

9

81

衛生

農林

特　　別

行　　政

公　　営

企業等

0

1

合　　　　計 109

小計

9

16

下水道

10

109

1

1

1

▲ 1

17

11

商工

２０歳

小計

土木

小計

その他

水道

1

0

６０歳

0

0

▲ 1

▲ 1

0

82

11

5

～

３０歳

住民基本台帳人口 歳 出 額

職員数

0

5

男性職種

事務職①

保育士

21

4

0 4

17

～

行　　政

３９歳

11

５０歳

５９歳

計～

2

6

～

　　Ｂ／Ａ　　　

　　　　　千円

事務職（社会人） 1 - 1

24.7

井手町人事行政の運営等の状況の公表について

人 件 費 率人 件 費

以上

事務職（社会人） 4

73事務職② 事務職②1 - 1 56



②　職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

③ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）
一般行政職

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２  ｢参考値｣は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いと
　　　　　  した場合の値である。

（２）　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 ① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在）

ア　一般行政職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

イ　技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当など

② 職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

100.9（参考値93.2）

技能労務職

307,220 376,257

341,067

327,367 340,400

平成２４年度

国

国

平均給与月額

うち 272,700

井手町

52.5

－

290,587 314,129

２４年度 99

43.1

40.3

341,126

区　分

井　手　町

平成２２年度

324,749

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

井手町

36,628 5,024

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　Ｂ 　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

千円

497,327

職 員 手 当

千円人 千円

一人当たり給与費

　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額

清掃職員 38.6 272,700 272,700

うち 374,200

学校給食員 59.2 354,700 374,200

うち 376,200

その他技能労務職 59.8 354,700 374,200

－

経 験 年 数 ２ ０ 年

－

－

148,500

の 諸 手 当 の 額 を 合 計 し た も の で あ る 。 こ の う ち 、 上 段 は こ れ ら 全 て の 諸 手 当 込 み
の も の で あ り 、 地 方 公 務 員 給 与 実 態 調 査 に おい て明 らか にさ れて いる もの であ る。
また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含

一般行政職

まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

区 分

184,200

２年後の給料

148,500

49.9 272,119 309,534

140,100

中　学　卒 －

井手町 国

初任給 ２年後の給料 初任給

高　校　卒 140,100

大　学　卒 172,200 184,200 172,200

－

区　　　         分 経 験 年 数 １ ０ 年 経 験 年 数 １ ５ 年

技能労務職
－

高　校　卒 140,100 －148,500

321,400

高　校　卒 246,700 262,200 338,500

大　学　卒

高　校　卒

一般行政職

－

中　学　卒 － － －

272,700－

279,800 297,000

119,573

給 与 費区　分 職 員 数

93.3

 　　　Ａ 給　 料

93.7

千円 千円平成

平成２３年度



（３）　一般行政職の級別職員数等の状況
　 ① 一般行政職の級別職員数の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）１　井手町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

② 昇給期間短縮の状況

　

（４）　職員手当の状況

① 期末手当・勤勉手当

千円　

（平成２４年度支給割合） （平成２４年度支給割合）

　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当 　　　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　　　　５～１５％ ・　役職加算　　　 ５～２０％

・　管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

② 退職手当（平成２５年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

③　地域手当（平成２５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人

（注）　平成１８年４月１日より調整手当は廃止された。

勧奨・定年

28.7875 23.03 28.7875

国

（支給率）

井　　　　　　　　　　手　　　　　　　　　　町

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

24
0

年
度

（２～２０％加算）

55.86

55.86 55.86

（２～２０％加算）

38.955

自己都合

38.955

55.86 46.55

32.83

　　　　　　　人

－

国の制度（支給率）

勤務地域により支給率は異なるが、平成２２年度制度完成時
で最高支給割合１８％（井手町０％）

　　　　　　％

8

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　　級
１　定型的な業務を行う主事、技師、保育士若しくは保健
師の職務又はこれに準じる職務
２　主事補、技師補又はこれに準じる職務

　　　　　　人 　　　　　　％

10 14.1

２　　級
専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う
主事、技師、保育士若しくは保健師の職務又はこれに準じ
る職務

　　　　　　人 　　　　　　％

24 33.8

３　　級 係長、主任又は主査の職務
　　　　　　人 　　　　　　％

9 12.7

４　　級 課長補佐又は園長補佐の職務
　　　　　　人 　　　　　　％

10 14.1

５　　級 課長、館長、園長又は所長の職務
　　　　　　人 　　　　　　％

10 14.1

　　　　　　人

区　　　　　　　　　　　　分 全　職　種

11.2

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ 71

６　　級 部長、室長、局長又は次長等の職務

　　　　　　　％

平
成

　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 0.0

普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　率

職 員 数 　　　　　　　人

23

平
成 　　　　　　　人普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

職 員 数 　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ 68

0
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　率 　　　　　　　％

年
度

　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 0.0

井　　　　　　　　　　手　　　　　　　　　　町 国

１人当たり平均支給額（平成２４年度） －

1,208

2.6 1.35 2.6 1.35

（　1.45　） （　0.65  ）

23.03

32.83

46.55

－

55.86

支給実績（平成２４年度決算）

55.86

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

井手町 0 －

19,704



④ 特殊勤務手当

千円

　円

　％

⑤ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

⑥ その他の手当

扶養親族である配偶者 13,000円 円

6,500円

11,000円

5,000円加算

家賃支払いの職員 円

　・月額23,000円以下の家賃

　　　家賃額－12,000円＝支給額

　・月額23,000円を超える家賃

交通機関を利用する職員 円

全額支給

片道２㎞未満 支給なし

自動車等の利用者

通勤距離片道

　２㎞以上　５㎞未満 2,000円

　５㎞以上１０㎞未満 4,100円

１０㎞以上１５㎞未満 6,500円

１５㎞以上２０㎞未満 8,900円

２０㎞以上２５㎞未満 11,300円

２５㎞以上３０㎞未満 13,700円

３０㎞以上３５㎞未満 16,100円

３５㎞以上４０㎞未満 18,500円

４０㎞以上４５㎞未満 20,900円

４５㎞以上５０㎞未満 21,800円

５０㎞以上５５㎞未満 22,700円

５５㎞以上６０㎞未満 23,600円

６０㎞以上 24,500円

円

理事、局長、次長、課長

館長、園長、所長等

１日につき５００円

381,818

63,732

平均支給年額

左記職員に対する支給単価

支給実績（平成２４年度決算）

手当の種類（手当数） ２種類

－

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） －

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） －

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

同じ

手　当　名 内容及び支給単価 との異同
（平成２４年度決算）

特殊勤務手当 従事職員

（平成２４年度決算）

１体につき１０，０００円

支給職員１人当たり

感染症の防疫作業に従事する職員の 感染症防疫作業 感染症の防疫作業

国の制度

死体処理に従事する職員の特殊勤務手当 死体処理従事職員 死体処理

91

支給実績

支給実績（平成２３年度決算） 9,043

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

扶養手当

異なる内容

支給実績（平成２４年度決算） 9,477

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 96

国の制度と

11,110 千円

１６歳から２２歳まで
の子

209,613

295,500

扶養親族でない配偶者を
有する場合の１人目の子等

配偶者がいない場合、
そのうち１人について
は

住居手当

　　　(家賃額－23,000円)×1/2＝①
　　　16,000円＝②(①、②のうち額
　　　が少ない方)＋11,000円
　　　＝支給額（最高27,000円）

同じ 4,137

通勤手当 3,505 千円

本俸の100分の20以内を支給することができる。

管理職手当 月額5,000円。ただし、町長が必要と認める時は、

35,000円

運賃相当額が55,000円
までの者

8,400 千円

同じ

千円



（５）　特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

（６）　公営企業職員の状況

　①　水道事業

  　ア 職員給与費の状況

決算

予算

一人当たり給与費

　　　Ｂ／Ａ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

          ２　給与費は当初予算に計上された額である。

イ 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ウ 職員の手当の状況

 ・期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成２４年度）

千円　 千円　

（平成２４年度支給割合） （平成２４年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当 　　期末手当　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・　役職加算　　　　５～１５％ ・　役職加算　　　　５～１５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

・退職手当

１人当たり平均支給額　　　　

１人当たり平均支給額　－ 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

・地域手当[調整手当]（平成２５年４月１日現在）

一般行政職と同様［３（４）③を参照］

・特殊勤務手当

一般行政職と同様［３（４）④を参照］

・時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

・その他の手当

一般行政職と同様 円

一般行政職と同様 円

一般行政職と同様 円

一般行政職と同様 円

総費用に占める （参考）区分 総費用 純損益又は実 職員給与費

Ｂ　

質収支

２４年度

平成 　　　千円 千円　

22.7

％　　　　

千円

6,783

294,000

（平成２４年度決算）

平均支給年額

支給職員１人当たり

区 分

200,000

給 料 月 額 等

給
料

町 長

報
酬

副 町 長

副 議 長

600,000

290,000

220,000

議 長

議 員

副 議 長 2.95

期
末
手
当

町 長 　　（平成２４年度支給割合）

副 町 長 2.95

議 長 　　（平成２４年度支給割合）

退
職
手
当

　　（算定方式） 　（支給時期）

町 長 給料月額×５３０／１００×在職年数 任期ごと

副 町 長 給料月額×３１５／１００×在職年数 任期ごと

千円

職員手当

平成

職員給与費比率

区分 職員数 給 与 費

97,084

人

井 手 町 41.3

千円

292,850 392,017

13,565２４年度 2 9,202

議 員

　　　Ａ 給　 料

千円　

△2429 16,524 17.0

Ａ  

平均月収額

1,013 3,350

千円 千円

％　

平成２２年度の総費用に

基本給

1,675

2.6 1.35 2.6

　　　区　　分 平　均　年　齢

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算）

1.35

井　　　　　　　　　　手　　　　　　　　　　町

１人当たり平均支給額（平成２４年度）

1,208

一　　般　　行　　政　　職

支給実績（平成２４年度決算） 229

　　　　　　　　　　　自己都合　　勧奨・定年

－

（平成２４年度決算）

井　　　　　　　　　　手　　　　　　　　　　町

千円

（支給率）　　　　　　一般行政職と同様

一　　般　　行　　政　　職

19,704

一般行政職 支給実績

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 57

手　当　名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と

同じ －住居手当

通勤手当 同じ 70

管理職手当 同じ 千円

千円

との異同

同じ

730,000

　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

144

支給実績（平成２３年度決算）

一般行政

718

期末・勤勉手当

420

千円

　　　　　計　　　Ｂ

420,000

294

異なる内容

扶養手当

－千円

34,858



３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　職員の勤務時間（標準的なもの）

平成２５年４月１日現在

（２）　年次休暇の使用状況

日  (a) 日  (ｂ) 人 (c) 日 (b)/(ｃ) ％ (b)/(a)

（注）「対象職員」とは、町長部局の職員で平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日までの期間在職した職員

（当該期間中に退職した者及び育児休業、休業の事由がある職員を除く。）

（３）　育児休業及び部分休業の取得状況（平成２４年度）

（４）　病気休暇

　

②生理日に勤務することが著しく困難である場合　

　１回について２日以内で必要とする期間

①負傷又は疾病のための療養をする必要があり、勤務しないことがやむを得ないことが認め
  られる場合９０日以内(結核性疾患の場合にあっては1年)で必要と認められる期間（診断書等による。）
  ただし、公務上の負傷又は疾病にあっては3年までにこれを延長することができる。
  期間の計算については、この休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後1年以内に同一疾
  病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期
  間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとする。

3

部分休業
取得者数

0

0女　性

区分

男　性

3

06 3

育児休業
対象者数

平成２４年度中に取得可能となった職員

0

前年度から継続している職員

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

3

育児休業
取得者数

0

0

2

合　計 2

0

0

１週間の勤務時間

総付与日数 総取得日数 対象職員数

３８．４５時間

104

8:30

8.5

取得率

22.7887.8

週休日の
振替制度

有

終了時刻

17:15

休憩時間

12:00

～

開始時刻

廃止

平均取得日数

休息時間

3,908.5

13:00



（５）　特別休暇の状況

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

４　職員の分限処分及び懲戒処分の状況　（平成２４年度）

（１）　分限処分の状況 （件）

（注）　分限処分とは、公務の能率を維持し、適正な運営を確保するため地方公務員法第２８条に基づき行う処分です。

心身の故障の場合

その他

0

親族に応じ１日から１０日の範囲において必要と認
められる期間

免職 降任

0

0

0

0 0 0

0

0 0 2

0

0

00

0

0

2

0 0

0

0 0

0

実務成績がよくない場合

　妊娠中の女性職員が母子保健法の規定に基づく保健指導
又は健康診査を受ける場合

　妊娠中の女性職員が通勤のとき母体の健康維持に重大な
支障があると認められる場合

合　　　　計 0 0

起訴休職

　小学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合

　地震、水害等災害又は交通機関の事故等により出勤する
ことが著しく困難であると認められる場合

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律の規定による交通しゃ断又は隔離により、勤務が不可能
となった場合

分限処分の事由

　夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進
のための場合

　地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅
失し、又は損壊した場合

0

刑事事件に関し起訴された場合

出産日の翌日から８週間を経過する日までの期間
(産後６週間を経過した女子職員が就業を申し出た
場合において医師が支障がないと認めた業務に就く
期間を除く。)

１日２回それぞれ３０分以内の期間
　生後満１年未満の子の保育のために必要と認められる場
合

１年において５日の範囲内の期間

0

20

0 0

0

７月から９月までの期間において、３日以内でその
都度必要と認められる期間

７日の範囲内の期間

　職員の親族の忌引きの場合

　職員が父母の追悼のための特別な行事の場合

降給

１年において５日の範囲内の期間

必要と認められる期間

妊娠２３週までは４週間に１回、妊娠２４週から３
５週までは２週間に１回、妊娠３６週から出産まで
は１週間に１回、産後１年までは医師の指示によ
り、その都度必要と認められる時間。

　職員の配偶者が出産する場合

１日の範囲内の期間

正規の勤務時間等の始め及び終わりにおいてそれぞ
れ３０分以内。ただし交通機関等の関係からやむを
得ないと認められる者については、１日１回６０分
の範囲内

0

必要と認められる期間

失職

0

　地震、水害等災害時において退勤途上における身体の危
険を回避するため勤務しないことがやむを得ない場合

合計
休　　　職

職員の妻が出産する場合であって、出産予定日の６週間前
の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間、当該
出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養
育する場合

病　　気

５日の範囲内の期間

２日の範囲内の期間

00

　社会貢献活動を行う場合

　骨髄移植のための骨髄液の提供者等になる場合

　職員が結婚する場合

　選挙権その他公民としての権利を行使する場合

　裁判員、証人、鑑定人等として官公署へ出頭する場合

職に必要な適格性を欠く場合

0 0

0

職制、定数の改廃、予算の減少に
よる廃職、過員を生じた場合

0 0 0

0 0

　女子職員が出産した場合

　女子職員が出産予定の場合

2

0

0

0

８週間(多胎妊娠の場合にあっては、１４週間)以内
に出産する予定である女子職員が出産日までの申し
出た期間

連続する５日の範囲内の期間

１年において５日の範囲内の期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

　要介護者の世話を行う場合

必要と認められる期間



（２）　懲戒処分の状況

（注）　懲戒処分とは、職員の服務上の義務違反に対して、任命権者が、公務員の職務の秩序を維持するために

　　　地方公務員法第２９条に基づき行う処分です。

５　職員の服務状況

　職員の営利企業等従事許可の状況　（平成２４年度）

合　　　　計 0

職務上の義務に違反し、又は、職
務を怠った場合

0 0

減給

0

2

全体の奉仕者たるにふさわしくな
い非行のあった場合

0 0

0

0

0

法令に違反した場合

0

0

0 0

2

0 0

分限処分の事由 免職

0

停職

2

戒告

2

合計

区　　　　　分

報酬を得て、事業又は事務に従事する場合

その他

合　　　　　計

－

－

件数

0

0

0

内　　　容

ー



６　職員の研修の状況

　研修の実施状況

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　職員の健康管理・職場状況

（２）　公務災害の状況（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

（３）　福利厚生事業の状況

京都府市町村職員厚生会の主な給付事業等（平成２５年４月１日現在）

生涯福祉支援給付

健康回復助成金

療養見舞金

人間ドック利用助成金

子育支援金

要介護者等支援助成金

災害見舞金

死亡弔慰金

傷害見舞金給付

８　公平委員会の業務状況（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

市町村職員等共同研修「市町村議会委員長研修会」 1 3

市町村職員等共同研修「市町村トップセミナー」 1

1 1

2 2

市町村職員等共同研修「やる気と可能性を引き出すコーチング」 1 1

市町村職員等共同研修「研修講師プレゼンテーション」

0

業務の種別

勤務条件に関する措置要求の状況 0

不利益処分に関する不服申立ての状況

市町村職員等共同研修「エクセル・応用」

市町村職員等共同研修「5年目職員研修」

件数

研　　修　　名

市町村職員等共同研修「農業所得に係る収支計算研修会」

種類 受診人数

日数

定期健診

合　　　　　　計

0 0 0

人間ドック

87

ー

認定件数

参加人数

市町村職員等共同研修「新規採用職員研修」 2

市町村職員等共同研修「自治体における訴訟実務」 2

2

6

住宅又は家財の全部焼失
１００，０００円　他

傷害通院　会員
１日１，５００円
傷害入院　会員
１日２，５００円　他

給　付　額　等内　　　　容

会員や家族が、病気やケガをして、保険診療を受け、自己負担金が発生したとき

会員が、災害により住宅または家財に損害を被ったとき

会員、会員の配偶者、子、父母、同居する２親等以内の親族が死亡され
たとき

会員の死亡
１００，０００円
配偶者の死亡
７０，０００円　他

厚生会主催の行事等で、事故にあったとき

会員が、人間ドックを利用したとき

1

市町村職員等共同研修「木造家屋評価研修会」 1 2

1

市町村職員等共同研修「問題解決のための論理と発想」 1 1

1

3

市町村職員等共同研修「１０年目職員研修」 1

2 2

市町村職員等共同研修「条例・規則の読み方・つくり方」 2 1

市町村職員等共同研修「新任係長研修」

市町村職員等共同研修「政策法務と条例立案」 2 1

市町村職員等共同研修「市町村監査委員研修会」 1 3

市町村職員等共同研修「議会運営実務研修会」 1 1

市町村職員等共同研修「財政担当職員初任者研修会」

1

会員とその家族の内で病気により看護・介護を受ける必要が生じたとき
要介護３以上年度１回
１０，０００円　他

市町村職員等共同研修「実践！『危機管理』」 1 1

市町村職員等共同研修「税務担当職員初任者研修会」 3

11

区　　分

市町村職員等共同研修「健康な職場をつくるメンタルヘルス・ケア」 1

 市町村職員等共同研修「マルチパートナー時代の“協働”の実践」 2

内訳

その他検診

公務災害 通勤災害

1

21

5

市町村職員等共同研修「貴重な情報としてのクレーム活用法」 1

1 1

33 42

2

会員とその配偶者が出産したとき
出産時３０，０００円
１歳～３歳１０，０００円

会員１，７００円上限

外来ドック
（日帰り）３，０００円
短期ドック
（１泊２日）５，０００円

会員が病気又は負傷のため継続して15日以上勤務できなかったとき

１５日１０，０００円
以降一ヵ月ごとに７,００
０円


